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 はじめに  

 

本事業が環境に及ぼす影響について，平成 22年（2010 年）10月に作成した環境影響評価準備書に対

する市民意見及び市長意見並びに環境影響評価審査会での審議結果等を踏まえ，「広島市環境影響評価

条例（平成 11年３月 31日：広島市条例第 30号）」に基づいて，環境影響評価準備書について必要な修

正を行い，環境影響評価書を作成しましたので，その概要について報告します。 

 

 

 環境影響評価の目的及び実施手順  

 

環境影響評価は，事業を実施した場合の環境への影響について，事前に調査・予測・評価を行い，事

業をより環境に配慮したものとするための一連の手続きです。 

現時点の状況は，実施計画書を作成し，事業計画地とその周辺の環境調査及び調査結果に基づく予

測・評価を実施し，準備書の手続きを経て環境影響評価書を作成したところです。 

今後，環境影響評価書の公告・縦覧を終えたのちに，事後調査の手続きを行っていく予定です。 
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 事業計画  

【事業の目的】 

市民生活や都市生活の中で生じる様々な廃棄物を適正に処理することは，生活環境の保全及び公衆

衛生の向上はもとより，都市の健全な発展を図るうえにおいても極めて重要です。 

 

広島市では，「ゼロエミッションシティ広島を目指す減量プログラム」を策定し，循環型社会の構

築に鋭意取り組んでいますが，広島市のごみ焼却施設からの焼却灰や不燃ごみなどについては，埋立

処分に頼らざるを得ません。 

 

また，都市を襲う種々の災害時を想定した場合には，迅速な都市機能の回復に向けて，発生した災

害廃棄物の受入対応能力を備えておく必要もあります。 

 

このように，最終処分場は，長期的に安定した廃棄物処理体制を確立するために不可欠な施設です

が，その整備には計画段階から埋立てを開始するまで長期間を要します。 

 

このため，広島市では，現在稼動中の玖谷埋立地が平成 31 年度末（2019 年度末）に埋立てを終了

することから，平成 32 年度（2020 年度）からの新規最終処分場として恵下埋立地（仮称）の供用開

始を目指して，計画的に整備を進めていく予定にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画地位置図（広域図） 
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【事業の名称】 恵下
え げ

埋立地（仮称）整備事業 

 

【事業者の氏名及び住所】 

事 業 者 ： 名 称  広島市（環境局施設部恵下埋立地建設事務所） 

        代表者  広島市長 松井 一實 

        所在地  広島市中区国泰寺町一丁目 6番 34号 

 

【事業の種類】 最終処分場の設置（一般廃棄物最終処分場） 

 

【事業計画地】 広島市佐伯区湯来町大字和田字南恵下外（下図参照） 

 

 
事業計画地位置図 

 
この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行の数値地図 25,000(地図画像)を複製したものです。 

（承認番号 平 22 中複 第 33号） 
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    安佐南区沼田町阿戸地区上空から眺めたイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    佐伯区湯来町和田地区上空から眺めたイメージ 

 

 

事業計画地位置図（鳥瞰図） 
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【事業の規模】 

事業の規模は，下表に示すとおりです。 

 

● 事業計画地の面積は，約 102haでこのうち最終処分場が約 98ha，取付道路が約 4haとなります。 

● 開発面積は約 31haで，このうち最終処分場が約 28ha，取付道路が約 3haとなります。 

● 最終処分場は，埋立面積約 11ha，廃棄物容量約 160万 m3を計画しています。 

 

事業の規模 

項目 事業規模等 

事
業
の
規
模 

事業計画地面積 約 102ha 

 最終処分場面積 約 98ha 

 取付道路面積 約 4ha 

開発面積 約 31ha 

 最終処分場面積 約 28ha 

 取付道路面積 約 3ha 

最
終
処
分
場 

埋立面積 注１） 

第Ⅰ期 約 4ha 

第Ⅱ期前半 約 5.5ha 

第Ⅱ期後半 約 5ha 

合計 約 11ha(重複あり) 

廃棄物容量 
(廃棄物＋ 

即日･中間覆土) 

第Ⅰ期 約 35万 m3 

第Ⅱ期前半 約 60万 m3 

第Ⅱ期後半 約 65万 m3 

合計（①） 約 160万 m3 

底面保護砂， 

嵩上げ堰堤， 

最終覆土 

第Ⅰ期 約 8万 m3 

第Ⅱ期前半 約 24万 m3 

第Ⅱ期後半 約 8万 m3 

合計（②） 約 40万 m3 

全体容量(①+②) 約 200万 m3 

埋立期間 
平成 32年度(2020年度)から 

約 30年間 

取

付

道

路 

延長 
約 1.1km 

(内トンネル約 0.3km 含む) 

幅員 7.0m(2 車線) 

注 1）段階的に整備を実施するため，埋立面積はそれぞれ重複する箇所が存在します。 
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埋立地イメージパース（第Ⅰ期埋立開始前） 

 

 

埋立地イメージパース（埋立終了時） 
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 工事計画  

最終処分場の整備に係る工事計画は，下表のとおりです。 

事業計画全体の工事計画 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Ⅰ期

Ⅱ期
最終処分場

年度（平成）

取付道路

埋立期間  

 

【取付道路】 

最終処分場工事に伴う工事関係車両及び廃棄物運搬車両等の最終処分場へのアクセス道路として，

最終処分場工事開始前の平成 24 年度(2012 年度)～平成 26 年度(2014 年度)にかけて取付道路を整備

する計画です。 

● 取付道路整備に伴い作業する施工機械は，ブルドーザ，バックホウ及びダンプトラック等で，

１日あたり最大で約 15台程度を計画しています。 

● 取付道路の整備に伴う工事関係車両は，トンネル覆工等に要するコンクリート等の搬入車両（コ

ンクリートミキサー車）や，ダンプトラック等を計画しています。 

● これらの車両の通行は，現道の主要地方道広島湯来線を使用し，台数は１日あたり最大で約 75

台（往復約 150台）程度を計画しています。 

【第Ⅰ期埋立地】 

取付道路整備後の平成 27年度(2015年度)～平成 31年度(2019年度)に第Ⅰ期埋立地の整備を行いま

す。 

● 第Ⅰ期埋立地の整備に伴い作業する施工機械は，ブルドーザ，バックホウ及びダンプトラック

等で，１日あたり最大で約 50台程度を計画しています。 

● 事業計画地内に出入りする工事関係車両は，浸出水調整池等の構造物構築に要するコンクリー

ト等の搬入車両（コンクリートミキサー車）や，ダンプトラック等を計画しています。 

● これらの車両の通行は，現道の主要地方道広島湯来線から取付道路を経由して事業計画地に出

入りし，その台数は１日あたり最大で約 90台（往復約 180台）程度を計画しています。 

【第Ⅱ期埋立地】 

第Ⅰ期埋立地の埋立てが完了するまでに，第Ⅱ期埋立地の整備を行います。 

● 第Ⅱ期埋立地の整備に伴い作業する施工機械は，ブルドーザ，バックホウ及びダンプトラック

等で，１日あたり最大約 35台程度を計画しています。 

● 第Ⅱ期埋立地の工事は，第Ⅰ期埋立地の埋立てが終了する前の平成 36 年度（2024 年度）頃か

ら段階的に行う計画です。 

● また，事業計画地内に出入りする工事関係車両は，ダンプトラック等で，１日あたり最大で約

50台（往復約 100台）程度を計画しています。 

● これらの車両の通行は，改良後の主要地方道広島湯来線を経由し取付道路を使用します。 

【各工事における切土及び盛土量】 

各工事計画における切土及び盛土量は，下表のとおりです。 

各工事の切土量及び盛土量 

区分 ①切土量（万 m3） ②盛土量（万 m3） ①－② （万 m3） 

最終処分場 

第Ⅰ期 94.4 88.1 
6.3 

(埋立時の覆土等に活用) 

第Ⅱ期 30.4 23.6 
6.8 

(埋立時の覆土等に活用) 
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 廃棄物搬入計画  

【埋立処分量】 

埋立処分量は，廃棄物容量(廃棄物＋即日覆土＋中間覆土)換算で，1 年あたり 4.7 万 m3，埋立期間

30 年として約 140 万 m3，さらに大規模被災時などの緊急搬入ごみ約 10 万 m3が 30 年間に 2 回あると

仮定して約 20万 m3，合計で約 160万 m3を計画しています。 

 

＜埋立処分量の考え方＞ 

広島市では，「ゼロエミッションシティ広島を目指す減量プログラム」による埋立処分量の抑制施策

や，広島市の人口が平成 27 年頃（2015 年頃）から減少するとの推計を踏まえると，将来的な埋立

処分量は徐々に減少していくものと予測されますが，この減少幅には経済的な変動など不確定要素

が多いため，最大限の処分量として計画しています。 

 

 

【受入れる廃棄物の種類及び量】 

埋立廃棄物の種類及び量は，「ゼロエミッションシティ広島を目指す減量プログラム」の中で，平成

25年度（2013年度）を目途とした施策が実施されることを踏まえ，平成 32年度（2020年度）時点で

下表のとおり計画しています。 

 

受入れる廃棄物の種類及び量 

受入れる廃棄物の種類と内訳 受入量 比率 

一
般
廃
棄
物 

家庭系不燃

ごみ 

陶磁器製品，耐熱ガラス製品，植木鉢，ビニールシート，ヘルメット，傘，

保冷剤など，小型家電製品(電卓，ドライヤー，ジューサー，アイロン， 

カメラ，ポットなど)，金属を含む製品(皮革製やビニール製かばん，ぬい

ぐるみ人形，アルミホイルなど) 

1.8万 t/年 45% 
事業系不燃

ごみ 
事業系不燃ごみのうち廃プラスチック類を除いたごみ 

都市美化ごみのうち不燃ごみ 

資源ごみを分別した不燃性残渣 

大型ごみを破砕し分別した不燃性残渣 

広島市のごみ焼却施設で発生する焼却灰等 1.7万 t/年 43% 

広島市中工場で発生する溶融スラグ注１） 0.5万 t/年 12% 

小    計 

4.0万 t/年 

廃棄物容量注２） 

4.7万 m3/年  

100% 

【被災ごみなどの緊急搬入ごみ】 
大規模被災時に発生する廃棄物(福岡市西方沖地震(H17.3.20)クラスの地震に 30 年間に 2 回被災したと仮定す

ると廃棄物容量で計約 20万㎥)を想定する。 

注 1）溶融スラグは埋立地で砕石材等に有効利用します。 

2）廃棄物容量は，受入量(ｔ)に即日覆土及び中間覆土を加えて容量（m3）に換算したものです。 

 

広島市のごみ焼却施設では，ダイオキシン類の発生防止対策をとるとともに，焼却灰等の固定化処

理（キレート剤処理等）により，重金属の溶出を回避する措置をとっています。 

また，受入れにあたり，広島市が定める埋立判定基準に適合しているか定期的に検査します。 

 

広島市のごみ焼却施設における重金属・ダイオキシン類への対応（現状） 

重金属 
焼却灰等に重金属類が水に溶け出さないように特殊な薬剤で固定化する

処理（キレート剤処理等）を行っています。 

ダイオキシン類 

広島市のごみ焼却施設はいずれもダイオキシン発生防止対策を完備した

焼却施設です。さらに，ダイオキシン類の発生を防止する適正な運転管理

と排ガス処理を行っています。 
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【搬入時間】 

● 搬入時間は，原則として平日の午前 8時 30分から午後 4時までを計画しています。 

 

【主たる搬入経路】 

廃棄物の主要な搬入経路は，下図のとおりです。 

 

● 搬入経路は，主要地方道広島湯来線と主要地方道久地伏谷線を経て，取付道路から最終処分場

へ進入する往復経路です。 

（なお，搬入経路である主要地方道広島湯来線は，埋立地の供用開始時までに道路改良（2車線道路）が実施される

計画です。） 

● また，事業計画地は冬季に積雪が予測されることから，融雪剤による周辺河川及び地下水の水

質への影響を低減するため，取付道路等について凍結抑制舗装等を採用することや除雪作業を

適宜行う計画としています。 

 

 

注） 図中矢印の太さは，廃棄物搬入車両台数の概略比率を示します。 

廃棄物搬入経路図 

 

 

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行

の数値地図 25,000(地図画像)を複製したものです。 

（承認番号 平 22 中複 第 33号） 




